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消費生活に
関する施策の
総合的推進
第43・44条
・基本計画の
策定
・総合的調整

雑則
第51・52条
・適用除外
・委任

調査、勧告、
公表等
第46～50条
・立入調査等
・告示
・指導及び
勧告
・意見陳述の
機会の付与
・公表

消費生活対策
審議会
第45条
・諮問事項の
調査審議
・基本的事項
について
意見具申

国
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施策実施

支援・協力　第4条

法令の遵守

第7条
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不
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ら
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危害の防止　第9～14条
・安全性に関する調査
・危害に関する調査
・調査に関する情報提供
・危険な商品等の排除
・緊急危害防止措置
・危害防止のための表示

表示・包装、計量の適正化
第15～20条
・表示等に関する調査
・品質等の表示
・品質等の保証表示
・単位価格及び販売価格の表示
・適正包装の確保
・計量の適正化

価格に関する不適正な
事業行為の是正 第21～24条
・価格等の調査
・特別調査
・不適正な事業行為の是正勧告
・調査等に関する情報提供

不適正な取引行為の防止
第25～27条
・不適正な取引行為の禁止
・不適正な取引行為に
関する調査
・不適正な取引行為に関する
情報提供

消費者の被害の救済
第28～38条
・被害の救済のための
助言、調査等
・東京都消費者被害
救済委員会
・事件の周知
・消費者訴訟の援助等

情報の提供の推進
第39・40条
・情報の提供等
・試験及び研究の
結果の情報提供

消費者教育の推進
第41・42条
・消費者教育の
推進
・学習条件の整備
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総則

東京都消費生活条例の体系




